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令和６年度から

国民健康保険税率の引上げを決定
第９期（令和６〜８年度）高齢者福祉計画・介護保険事業計画から

介護保険料の増額を決定
国保財政運営の責任主体である埼玉県は「第３期（令和６〜11年度）運営方針国保財政運営の責任主体である埼玉県は「第３期（令和６〜11年度）運営方針※※」を定め」を定め

「保険税水準の統一（令和12年度）」に向けて動き出した。伴って町は、県が示す「標準保険税率」を参考に、「保険税水準の統一（令和12年度）」に向けて動き出した。伴って町は、県が示す「標準保険税率」を参考に、

独自の財源や予定収納率など個別の状況をふまえ、令和６年度の保険税率を定めた。独自の財源や予定収納率など個別の状況をふまえ、令和６年度の保険税率を定めた。

国が示した基本指針をふまえ、１期３年の新たな計画がスタートする。国が示した基本指針をふまえ、１期３年の新たな計画がスタートする。

介護ニーズに対応したサービスの基盤整備や地域包括支援システムの深化・推進などに伴い、介護ニーズに対応したサービスの基盤整備や地域包括支援システムの深化・推進などに伴い、

保険料の見直しが図られた。保険料の見直しが図られた。

　高齢化の進行が避けられない状況で、示された保険料の増額はやむ

なしと判断した。町が取組を始める「いきいきシニアポイント事業」

など、さらなる高齢者の社会参加や元気な高齢者を増やす施策の充実

を求める。また、地域包括ケアシステムの推進に向け、在宅医療と介

護のさらなる連携強化に期待する。

いつまでも住み慣れた地域で自分らしく生活を
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　国保事業を安定的に運営するために、今回の

保険税率の引上げはやむを得ない。町は引き続き、レセプト点検や

特定健診・特定保健指導、ジェネリック医薬品などの多角的な取

組の充実で、医療費や保険給付の適正化につなげるとともに、口

座振替の原則化等で保険税収納率の底上げに努めることが重要と

考える。
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居宅介護の負担割合

高見地区で実施した百歳体操、元気で長生きが大切高見地区で実施した百歳体操、元気で長生きが大切

健康診断を積極的に活用して、健康な毎日を！健康診断を積極的に活用して、健康な毎日を！

被保険者の構成や脆弱な

財政基盤などの構造的な

問題がある。

医療の高度化等を背景に

１人当たり医療費が増加

傾向にある。

保険税水準の統一に向け

た段階的な税率の見直し

がある。

収納対策の強化として令

和８年度までに口座振替

が原則となる。

高齢者数の増加と給
付費の自然増が見込ま

れる。

令和５年10月１日

1万1644人（高齢化率４１.７％）

　　　　⬇
令和７年度（見込み）

１万1680人（高齢化率43.5％）

保険料の増額後でも国
及び県平均と比べ安価
に抑えられている。

認知症基本法の施行に

伴った対策・取組の充実

が図られる。

第２号被保険者（40〜64

歳）は給付費の27%を負

担し制度を支えている。
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つづく！




